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相模原市立さがみ湖リフレッシュセンターと国民健康保険内郷診療所の外構管理について 
 

 緑区若柳１２０７に併設する、国民健康保険内郷診療所（以下「診療所」という。）の外構整備は、地

元住民の要望により、さがみ湖リフレッシュセンター（以下「リフレッシュセンター」という。）と診療

所の双方の利用者の利便性を図り、一体的に整備を実施した。双方の管理区分を明確にするため、管理

方法を次のとおり定める。 
 
１ 境界について 
  管理区分の境界（以下「境界線」という。）は、別紙のとおりとする。 
 
２ 駐車場出入り口の管理について 
  駐車場の出入り口は２箇所あり、２箇所ともにポールと鍵がある。鍵は双方で所有し、鍵の管理は

それぞれが行う。開錠は、双方の職員のうち、早く来た職員が行い、閉錠についてはリフレッシュセ

ンター職員が行うことを基本とする。ただし、リフレッシュセンターに午後５時以降の利用者予約が

ない場合等、リフレッシュセンター職員の方が早く帰宅する場合は、リフレッシュセンター職員が診

療所職員に連絡した上で、閉錠を診療所職員が行う。 
 
３ 植栽に係る管理について 

剪定等の植栽管理については、境界線内においてそれぞれが管理するものとする。 
 

４ 外灯の管理について 
  外灯の管理(電気代・維持補修費)については、診療所が管理するものとする。 
  
５ 駐車場等の維持補修について 
  駐車場･フェンス･ポール･点字ブロック等に維持補修の必要が生じた場合は、境界線内においてそれ

ぞれが管理するものとする。 
 
６ 敷地内の事故等の対応について 

敷地内の事故等の対応については、境界線内においてそれぞれが管理するものとする。 
 
７ 除雪の費用について 
  リフレッシュセンターの指定管理者と診療所が、境界線内においてそれぞれが負担するものとする。 
 
８ その他 
  上記以外の管理が生じた場合は、双方協議の上管理方法を定めるものとする。 
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